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中国経済についての昨今の海外の論調は景気減速、シャドウバンク、金融破綻等余り

かんばしくないものが多い。しかし現地へ行ってみると、むしろ強く感ずるのは改革ム

ードである。昨年 11 月の三中全会後に発表された六十項目の改革決議は当時日本では

それ程重要な出来事だとは思われなかったきらいがある。たしかに、項目は多いが具体

性に乏しい印象だった。 

しかし 4 ヶ月を経て少しずつ実像が見えて来ると、実はこの改革は 1970 年代末に鄧

小平がスタートさせた開放改革の大事業に匹敵する歴史的な意味を持った中国経済・社

会・政治に関わる出来事であるのが判ってきたのである。 

鄧小平改革とは一言にして云えば、国家資本主義体制の樹立であった。その核心は国

家（共産党）による統制の堅持と、資本主義的慾望の開放だった。この改革は奇跡的と

も云える成果を上げた。思い出すのは当時面談の機会を持った指導者の一人が語った、

「中国はこれから 30 年間で経済改革を成し遂げ、その後の 30 年間で政治改革を成し

遂げる」という言葉である。たしかに、30 年で中国は米国に伍す経済大国になった。 

しかし、第一の夢を達成した中国が見出したのは、国家資本主義体制がその使命を終

えつつあるという現実であった。官の肥大と非効率と腐敗、環境と資源の制約、社会格

差と不満の増大という「成功の暗部」の顕在化は中国の改革は鄧小平改革一回では終ら

ないのだということを明白に教えたのである。 

習近平改革と呼ぶべき今回の改革案の意義はそこにある。それは鄧小平改革が成功し

たために必要となった第二次改革なのである。2020 年迄の習近平政権下で何処迄実現

するのかは判らないが、中国経済が相当な分野で明確な目標を持ったことは非常に重要

なことであり、決して過小評価してはならない。 
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それと、習近平改革はその他の大事なことも教えている。まず第一は、習近平改革が

成功しても、中国経済は完全な調和を達成することはできない。第三次改革が必要にな

る。第二は、経済改革が半世紀かかるということは、政治改革はもっと長期の課題にな

らざるをえないということである。政治改革の遅れが社会矛盾を温存・拡大するリスク

は大きいが、共産党政権は可能な限り二つの手段を使って人心安定を図って行こうとす

るだろう。一つは「中国的特色を持った社会主義」とか、最近熱心な「協商民主」とか

いうようなレトリックを使った慰撫であり、もう一つは「チャイニーズ・ドリーム」と

いうスローガンでの国威発揚である。 

（株式会社マネーパートナーズ ホームページへの寄稿） 
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